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小西 誠（軍事評論家）



はじめに

・20２２年１２月１６日、政府は、「国家安全保障戦略」（NSS）、「国家防衛戦略」（NDS）、「防衛力整備計画」という、いわゆる安保

関連３文書を策定→→「敵基地攻撃能力」を有する長射程ミサイル配備などの決定

……また、この防衛力整備計画においては、５カ年で約４３兆円余という防衛費が計上、現在、天井知らずの超大軍拡が進行

（最終年度の防衛費約２倍）。

……2026年、トランプ政権の「国家防衛戦略」（NDS）では、欧日軍事費をGDP比5％と要求。

＊このすさまじい超軍拡の背景は、「台湾海峡有事」などを名目とする、日米の南西シフトによる対中国戦争態勢づくり。

・南西シフトの始まりー決定は、２０１０年の「防衛計画の大綱」策定によるが、これは同年の米国防総省「QDR」（４年ごとの国防

計画の見直し）による「エアーシーバトル構想」（対中国の空海戦闘＝新冷戦）に合わせて決定。

――この日米共通の安全保障戦略決定により、2012年に対中国戦略を明記した「日米の『動的防衛協力』について」
（統合幕僚監部）が策定。

・「動的防衛協力」策定で、日米の南西シフト態勢――先島ー沖縄ー奄美に至る琉球列島のミサイル基地化などがが始まる。

・この南西シフトの法的追認・促進が、２０１５年9月、集団的自衛権行使を容認し、「存立危機事態」等を定めた（事態対処法等）、

安保法制である。

・当時の安倍内閣は、同法制の制定目的を、「朝鮮半島での紛争時の難民救出」、「ホムルズ海峡などの掃海」などと隠蔽。

しかし、この事実は、「対北朝鮮・中東」ではなく、当初から「台湾海峡有事」を始めとする、対中国の日米共同作戦態勢づくり。

・つまり、２０１２年「日米の動的防衛協力」、２０１５年４月「日米ガイドライン」の策定（安保法制定の５カ月前）、２０１５年９月、

集団的自衛権行使を容認する安保法制で、「台湾海峡有事」（対中戦争）に介入、参戦する日米の共同の戦争態勢が始まる。

・以下、この一連の状況を、写真・図などによって、概要を示す



序、南西シフト下の、琉球列島ミサイル基地化―要塞化の全容



中国から見た琉球弧ー第1列島線の封鎖
中国の太平洋進出を封じ込める……チョークポイント（要路）は、宮古海峡、ルソン・バシー海峡、（→マラッカ海峡）

ルソン海峡・バシー海峡
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最新の琉球列島の自衛隊配備・新編の現状

宮古島ミサイル部隊他基地
（2019/3配備）

保良ミサイル弾薬庫3棟完成
（2025/9）

奄美大島・地対空ミサイル部隊他
（大熊地区、2019/3配備）

奄美大島・地対艦ミサイル部隊（瀬戸内
分屯地A地区、2019/3配備）

同島弾薬庫（瀬戸内分屯地B地区、2024年
完成）

種子島・馬毛島の航空・海上要塞（23
年着工、25年から2030年完成に
変更）

石垣島ミサイル部隊他（2023/3配備）

与那国島・陸自沿岸監視
部隊他（2016/3配備）

地中式弾薬庫の完成は2024年
第7地対艦ミサイル連隊＋中隊（勝連
分屯地、2024/3月配備完了）



第1、与那国島への部隊配備と大増強（2016年3月新編）

台
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陸自・与那国駐屯地（久部良地区、計26㏊＋18㏊の新ミサイル基地）
開設時150人の基地→170人→現250人＋ミサイル部隊増強130人→数年内に約400人へ
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西部方面情報隊隷下の第３０３沿岸監視隊
――宗谷・津軽・対馬海峡の任務部隊の「海峡監視」と「対潜バリア」

（久部良地区・2016年3月28日新設）



沿岸監視隊の5個の対艦レーダー

対空レーダー（与那国駐屯地近郊）

＊さらに、新・沿岸監視レーダーの設置を計画
……２０２６年度予算概算要求には、宇良部岳に

新たに沿岸監視レーダーを設置する予算を
計上！

（祖納［そない］地区）



追加増強された、空自・移動警戒隊、陸自・電子戦部隊の配備

そして、地対空ミサイル部隊の配備決定・軍港の新設・与那国空港の拡張が決定

2022/4/1、空自・移動式レーダー配備（20人）！

2023／3、陸自・電子戦部隊約70人配備

ミサイル弾薬庫、覆道射撃場、訓練場、廠
舎などを新たに建設！

地対空ミサイルの配備予定地（18㏊）

＊30人の警備小隊に、３００㍍の巨大覆道射撃場が、なぜ必要か？
……与那国・石垣・宮古島の巨大「覆道射撃場」設置とは！

→全国部隊の機動展開・動員



新軍港建設（比川港湾・樽舞湿原）と与那国空港の拡張

＊22年9月、糸数町長が国へ提出した要 請書の添付図面で
は、同港湾は狭い部分でも幅200メートル、旋回部分では、

約300メートル、長さは、全体で1・2キメートル

＊琉球列島最大級の湿地帯として知られる樽舞湿原には、水
生・半水生昆虫が多数生息、環境省の「生物多様性の観点か
ら重要度の高い湿地」にも選定されている！

比川地区へ新港建設（比川港湾・仮称）

＊2024年度予算の「公共事業費」に盛り込む決定
……23/8/25、閣議決定「特定重要拠点空港・港湾」
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第2、石垣島ミサイル基地の新編（2023/3）
２０１９年3月１日着工、２０２０年3月、市議会・市有地売却、46ヘクタール
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第7地対艦ミサイル連隊の第2地対艦ミサイル中隊
「7地対艦-2」に改編

石垣島中央・平得大俣地区



石垣駐屯地の新編と拡張（未だ未完成ー46㏊＋21㏊）
訓練場の拡大と日米共同演習へ

グラウンド・ヘリパット予定地

ミサイル弾薬庫４棟
目予定地

訓練場予定地



そして、大演習場の建設を発表（日米共同演習の拠点）
2024年度に新たに民有地を取得（21㏊）し訓練場等を建設！
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米海兵隊・陸軍の演習場となりつつある石垣島
陸自と米海兵隊演習「レゾリュート・ドラゴン23」（23/10/10～11/5）、そして、日米共同統合演習

「キーン・ソード25」（24/11/10～）

＊防衛省「レゾ゛リュート・ドラゴン23」の概要から
この演習の特色は、「島嶼防衛作戦における陸自の領域横断作戦（CDO）と米海兵隊の遠征前方基地作戦（EABO）を踏まえた
連携要領の具体化を図るために実施する米海兵隊との共同訓練」
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第3、陸自・宮古島駐屯地の新編（2019/3）

地対空ミサイル部隊司令部は、先島配備の指令拠点

約800人のうち、警備部隊約３８０人、対空・対艦ミサイル部隊約２4０人、その他100人（情報保全隊も配備）、
そして新たに電子戦部隊配備決定

国際海峡ー宮古海峡はチョークポイント（軍事的要衝）
宮古島は、沖縄島から約290㎞

旧日本軍は宮古島3万人（航空基地３個）、石垣島1万人
配備



陸自駐屯地と空自基地に囲まれた、千代田―野原集落

左上（ピンク色建物）が、陸自宮古駐屯地、右上が空自の新レーダーサイト（弾道ミサ
イル対処に改装）。強力な電磁波照射（住宅までの距離は数十㍍）



宮古島駐屯地の開設
2019/3/26、警備部隊、20年、地対艦・地対空ミサイル部隊の配備、そして電子戦部隊配備（24年）

宮古島・千代田地区（宮古駐屯地）

第2地対艦ミサイル中隊の約60人（新編成）、第７高射特科群
の地対空ミサイル部隊の約180人（長崎県竹松駐屯地から移
駐）



保良地区に、ミサイル弾薬庫・射撃場・訓練場、整備場、廠舎を新設（19㏊）
もう一つのミサイル基地としての保良基地（2021/3/5）

保良地区（233世帯・450人）2021/11、2棟の弾薬庫完成、ミサイル弾体搬入

住民居住地から、約200㍍に設置された保良
ミサイル弾薬庫！

＊戦時には、地区は惨事になる！

巨大な覆道射撃場（300㍍）と廠舎（全国からの動員を想定！） 



宮古島ミサイル基地のさらなる大強化
新たに電子戦部隊配備

宮古駐屯地の西地区に電子戦部隊配備

宮古島駐屯地への電子戦部隊の配備について
（2024年3月28日・防衛省）



軍事使用が目論まれる下地島空港（「特定重要拠点空港・港湾」へ）
（Ｆ３５A・Ｂの基地化が予想、滑走路３千メートル）
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第4、沖縄島・第7地対艦ミサイル連隊・第4ミサイル中隊の新編
（2023/3、うるま市勝連）

＊参考 第7地対艦ミサイル連隊
・第1ミサイル中隊……奄美駐屯地
・第2ミサイル中隊……宮古駐屯地
・第3ミサイル中隊……石垣駐屯地
・第4ミサイル中隊……勝連分屯地



沖縄島の師団新編―司令部地下化・訓練場・弾薬庫増強、北大東島の軍事化！

＊大東島の基地化
……移動レーダー基地設置だけか？

南北大東島空港の軍事化は必至

＊陸自第15旅団は師団に昇格し、1個連隊新編、陸自那覇基地の司令部を地
下化、沖縄訓練場（沖縄市）を整備！……新編1個連隊の配備先は！

＊うるま市のゴルフ場跡地（約20㏊）に陸自の訓練場を造ると発表、26年度
に着工、師団昇格した陸自の訓練場としても使用する。

→→住民の強力な反対運動で中止を発表！（2024/4）

＊沖縄訓練場（沖縄市）弾薬庫等……嘉手納弾薬庫地区における火薬庫３棟を
陸自が新たに共同使用、２５年度以降に運用（弾薬＋燃料等）
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第5、奄美大島への4地域ー7部隊への配備
警備部隊＋対艦・対空ミサイル部隊＋空自移動警戒隊・空自通信施設（湯湾岳）

そして、電子戦部隊の新設、古仁屋への軍港化発表！
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情報公開文書（2016年6月・防衛省九州防衛局）



2019年3月26日、奄美大島・地対空ミサイル基地の新編（大熊地区）

奄美・大熊地区、地対空ミサイル部隊庁舎（19/3）

地対空ミサイル部隊車両（奄美駐屯地）

地対空ミサイル掩体（奄美駐屯地）



巨大な奄美駐屯地（大熊地区・約５１㏊……これが350人の基地か？）
地対空ミサイル部隊＋警備部隊など

奄美駐屯地・火薬庫

ミサイル掩体壕

（大熊地区、地対空ミサイル基地など）
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奄美・瀬戸内分屯地ー地対艦ミサイル基地・弾薬庫の新編（瀬戸内地区・約48㏊・約200人）
第7地対艦ミサイル連隊・第1地対艦ミサイル中隊

19/3、奄美瀬戸内に地対艦ミサイル部隊新編

B地区

A地区
地中式弾薬庫5棟（2017年）＋2棟増設決定（2024年）



奄美駐屯地・瀬戸内分屯地の配備部隊

＊地対艦ミサイル部隊（南西シフト態勢下、初のミサイル部隊配備）

・西部方面隊・第2特科団ー第7地対艦ミサイル連隊下の第1地対艦ミサイル中隊「7地対艦-1」

＊地対空ミサイル部隊（南西シフト態勢下、初の対空ミサイル部隊配備）

・第２高射特化団・第３高射特科群（飯塚市）の第344高射中隊

＊警備部隊「奄美警備隊」の編成……第8師団隷下

・その他、陸自電子戦部隊（第301電子戦中隊）、情報保全隊配備など

＊空自・移動警戒隊の編成＋空自通信基地

・大熊の奄美駐屯地へ配備、また、空自通信基地を湯湾岳に配備

・「南西地域における移動式警戒管制レーダーの展開基盤整備は、約３億円を計上。奄美市に整備する駐屯基地内に整備」

（「鹿児島建設新聞」2016/1/7）

＊古仁屋港（瀬戸内町）の海自基地決定……23/11ボーリング調査開始「輸送・補給点」



「令和7年度予算案における海上自衛隊奄美大島地区（古仁屋港）に係る
整備について」（2024／12・防衛省）

瀬戸内町古仁屋への軍港化決定
「物資補給や部隊輸送の拠点となる港湾施設の整備」……地対艦ミサイル・弾薬の輸送拠点！



参考、「奄美に輸送隊 海自、南西防衛強化で」（25/11/5付琉球新報）

＊２５/３、海自呉に新編された「自衛隊海上輸送群」の指揮下に、
海自奄美基地内に輸送群指揮下の新部隊を編成！

＊輸送群は２７年度中に１０隻態勢に
＊奄美は、「南西諸島」への中継基地に！

＊海上輸送艦が続々と進水
・2024年10月29日に「にほんばれ」（LCU4151）と命名され、同型１番
艦として進水。海上輸送群第2海上輸送隊所属（排水量２４００トン）

・25/3/24、中型輸送艦「ようこう」（LSV-4101）進水。第1海上輸送隊
（3500トン）

・25/10/23、小型輸送艦「あまつそら」（LCU4152）進水（2400トン）
・25/11/6、小型輸送艦「あおぞら」（LCU4153）の進水（2400トン）

LCUを運用する第2海上輸送隊については、2025年
度末までに兵庫県神戸市にある阪神基地に移転

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%B5%E5%BA%AB%E7%9C%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%9E%E6%88%B8%E5%B8%82
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%98%AA%E7%A5%9E%E5%9F%BA%E5%9C%B0%E9%9A%8A


第６、南西シフト態勢下の訓練・機動展開・兵站基地―馬毛島・種子島

陸海空自の統合基地＝海上要塞島！ そして自衛隊＋米軍のＦＣＬＰ基地

＊米軍は、年間10日間、自衛隊は130日のFCLP

＊2023/1/12、馬毛島着工
――決定から計８５１９億円、最終的には1兆円を超える（南日本新聞）

＊用地売却費用が予定45億円がなんと１６０億円！
――菅（当時官房長官）の一声で決着

突貫工事が進む馬毛島の現在！完成は2030/3に変更！
……馬毛島先遣隊は現在、25年8月3日、約60人が馬毛島で勤務開始



２０１９／１２、防衛省「陸海空自衛隊・統合基地」発表
いずも型空母搭載のＦ-３５B（新田原基地配備）のとの共同運用（自衛隊のＦＣＬＰ基地）

＊主滑走路（２４５０㍍、幅６１㍍）、副滑走路 （１８３０㍍、幅４６㍍）
＊そして、巨大軍港（海自空母用の係留施設３個に注意！）

滑走路周辺には管制塔や隊舎、燃料施設を整備。島東部沿いに港
湾施設、工事用仮設桟橋、北西部に火薬庫などを配置する。隊員は
種子島から通勤





＊統合幕僚監部「自衛隊施設所要」
……馬毛島は「南西諸島防衛の後方拠点（中継基地）」

「南西諸島防衛等の統合訓練」

参考、南西シフト下の奄美・馬毛島の位置（情報公開文書）

＊ ｢南西地域における事態生起時、後方支援物資の
南西地域への輸送所要は莫大となることが予想｣

＊ ｢奄美の名瀬港は 海自輸送上、重要な中継拠点｣

＊ ｢薩南諸島は、自衛隊運用上、重要な後方支援拠点｣



参考、統幕「機動展開研究」による海上輸送

本土・鹿児島→先島諸島―PFI船舶、前線基地（先島諸島）→戦闘地域―陸自輸送艦

統
合
幕
僚
監
部
「自
衛
隊
の
機
動
展
開
能
力
向
上
に
係
る
調
査
研
究

（２
０
１
４
年
）」
か
ら



参考、南西シフト態勢化の奄美諸島の演習場化
2015年「鎮西27」の生地訓練ー空挺団が海浜公園に降下

2015年・空挺団降下ー南種子町・前之浜海浜公園



2018年、自衛隊の統合水陸両用演習
南種子町のビーチ（前之浜海浜公園）は、水陸機動団の水陸両用車で埋め尽くされた！



参考、2019年自衛隊統合演習・種子島
種子島の海岸は、戦闘車両が占拠し、ビーチには対戦車壕がー



参考、日米共同統合演習「キーン・ソード25」、「自衛隊統合演習」（23年）で徳之島・
奄美大島・種子島は、全島が「戦場」となった！

種子島のビーチに上陸する水陸機動団



第７、南西シフト下の自衛隊配備と増強
沖縄自衛隊は、2010年約6300人→2025年には約9000人

―――――――那覇基地（空自）
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空自・那覇基地の大増強
2017/7 南西航空方面隊編成・第９航空団へ昇格、

F15―40機態勢、2倍化！
早期警戒機―第603飛行隊の配備、人員3910人へ

那覇基地（空自・E-2C早期警戒機）

那覇基地（空自・F15戦闘機）

南西シフト下の航空自衛隊の再編と大増強



航空自衛隊の南西シフト態勢（沖縄＋九州基地の増強）
防衛大綱では、最終的にF-35A・105機、F-35B・42機、合計147機導入

＊那覇基地の増強（2個飛行隊・40機態勢―南西航空方面隊・第９航空団の新編）

・第204飛行隊（F-15）――百里基地から移転

・第304飛行隊（F-15）――築城基地から移転

・第603飛行隊（E-2C）――三沢基地から移転

＊百里基地――F-15・各１個飛行隊、那覇・新田原へ（また、F-4EJ改、２個飛行隊が、新田原・那覇から移転）

＊築城基地（福岡県）の増強（F２は対艦攻撃機――空対艦ミサイル×4ほか）

・第8飛行隊（F-2）――三沢基地から移転 ・第6飛行隊（F-2）――変更なし

＊新田原基地（宮崎県）の増強

・第305飛行隊（F-15）――百里基地から移転

・第８飛行隊（F-2）――三沢基地から移転

・Ｆ－35Ｂ、2個飛行隊（40機）配備予定（馬毛島ＦＣＬＰとの関連）､「臨時Ｆ３５Ｂ飛行隊」発足（24／12）

――新田原は、国内最大の航空基地へ

＊築城・新田原基地は、日米共同基地へ

――米軍の武器弾薬庫や戦闘機の駐機場などを整備（18/10/24日米合同委員会）と工事開始！

（2006年の日米ロードマップでは、築城・新田原等への「訓練移転」だった！）

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AF%BE%E8%89%A6%E3%83%9F%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%AB


海上自衛隊の南西シフト態勢
「いずも型」護衛艦２隻の空母改修が進行中 ！

＊海自の南西シフト増強―潜水艦16隻→22隻へ、護衛艦47隻→54隻

――いずも型護衛艦「かが」「いずも」空母への改修完了！ 現在アメリカで運用試験中！

……空母機動部隊の編成？（18年防衛大綱でF-35B・42機導入）、そして新型空母建造か？

＊「島嶼戦争」用・能力拡大型・新型護衛艦（4800屯級ＦＦＭ）、2024年度から5年間で12隻建造

――対潜戦、対空戦、対水上戦……水陸両用戦の支援、機雷掃討など多様な任務

＊「イージス・システム搭載艦」2隻建造（イージス・アショア、
2024年～）

＊「新型護衛艦」（もがみ型）12隻（防衛力整備計2022）
…… 「島嶼戦争」用 新型護衛艦（3900屯級ＦＦＭ）、2024年

度から5年間で12隻建造、機雷戦能力保有

＊輸送船舶10隻へ増強
2027年度までに「輸送艦（LSV）」2隻、「輸送艦（LCU）」4隻、「輸送艇
（MSV）」機動舟艇4隻を取得

＊ＰＦＩ船舶……PFI船舶2隻から8隻へ増強



いずも型護衛艦の本格空母への改造（Ｆ-３５B、４２機態勢）

しかし、これは現代の「戦艦大和」か？ 作戦区域が、中部・南太平洋ーインド洋へ

「かが」2024年4月改修完了、運用試験中
（2回目の改修は、2026年度から実施、28年度に全て改修）

「いずも」改修中（2027年度に終了）

2015年「いずも」――2017年「かが」運用開始
全長248㍍、排水量19,500トン、全通甲板、耐熱処理・管
制施設等を改修、2023年改修完了。2024年以降、艦首を広げる
第2次改修中



西太平洋の制空・制海権確保（ライトニング空母構想）
いずも型空母＋米強襲揚陸艦・米空母機動部隊の共同作戦（西太平洋からインド洋へ）

＊ライトニング＝稲妻、すばやい
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よ
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度
」…

…
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2025/2「アメリカ」に替わり「トリポ
リ」配備を発表

＊「トリポリ」……2020年就役、
アメリカ級強襲揚陸艦の2番艦、
全長２６０メートル、満載排水
量約４万４千トン
F-35B×6機 へり20機以上搭載

米軍の強襲揚陸艦
……Ｆ-３５Bを１６～２０機搭載



陸自の統合機動防衛力の南西諸島動員態勢
・2018年「防衛計画の大綱」では、3個機動師団・4個機動旅団・1個機甲師団

 ・2022年「国家防衛戦略」（NDS）では陸自全師団・全旅団の南西機動展開

陸自の南西シフト三段階態勢
「平素からの配置―機動展開―奪回」
（陸上自衛隊2016年3月）



第8、日本型海兵隊・水陸機動団の新編と大増強
2018年３月、２個連隊で発足（佐世保市相浦）―旅団規模の３個連隊へ増強

（日本型海兵隊は、2002年「西部方面普通科連隊」発足からスタート）

プラスして、1個水陸機動連隊の新編
（2018年新中期防・新防衛大綱による編成）

……3個連隊目（第3水陸機動連隊）は、大村市
の竹松駐屯地への2024年新編

日本型海兵隊・水陸機動団――この編成は、2000年陸自教範『野外令』
の「離島の防衛」から策定された！

佐世保市内を武装行進する水陸機動団

P159

https://www.asahi.com/topics/word/%E5%A4%A7%E6%9D%91%E5%B8%82.html


参考、 水陸機動団……日本型海兵隊
（2002年「西部方面普通科連隊」発足から！）

水陸両用車ーAAV7・52両配備←格好のミサイルのターゲット

3個目の連隊は大村市の竹松駐屯地への配備決定
（2022／2／4、大村市サイト）

https://www.asahi.com/topics/word/%E5%A4%A7%E6%9D%91%E5%B8%82.html


オスプレイの佐賀駐屯地（空港）配備（2025/7/9）

佐賀駐屯地……オスプレイ17機の他、へり約50機隊員600人配
備（陸自総隊サイトから）



第9、対中国のミサイル攻撃基地となる琉球列島→九州、そして西日本・関西

＊安保関連3文書で、琉球列島のミサイル部隊の大増強（第2段階）…1500キロ射程・1500発のミサイル

①24/3、第7地対艦ミサイル連隊の新編・完結……沖縄ー琉球列島のミサイル網の完成！

……第7地対艦ミサイル連隊の本部を沖縄島に新編、指揮下に1個ミサイル中隊配備（うるま市）

19～24年……奄美・石垣・宮古島へミサイル中隊新編

②25/3、第8地対艦ミサイル連隊（12式）が、大分・湯布院駐屯地で新編！

……さらに湯布院へは、島嶼防衛用高速滑空弾大隊が配備予定（26年度以降）、多連装ロケットシステム部隊（ＭＬＲＳ）も！

③24/3、第2特科団の新編（湯布院）→任務は……南西諸島＋九州の全ミサイル部隊を指揮・統制！
――第5地対艦ミサイル連隊（健軍）、第7地対艦ミサイル連隊（うるま市）、第8地対艦ミサイル連隊を指揮・統制

④25/3、熊本・健軍駐屯地に、長射程地対艦ミサイル配備（富士にも）……来春以降、湯布院、そして陸自・勝連分屯地配備

⑤26年度内に、高速滑空弾・１個部隊を宮崎県えびの駐屯地（1個部隊を上富良野）ー25年度内に1個部隊は富士駐屯地）

⑥25年度以内に、トマホークをイージス艦「ちょうかい」を佐世保へ配備……米国から購入200発購入、全体では400発
……「ちょうかい」は、現在米国で研修訓練中、順次、全イージス艦へ改造配備

⑦２個・極超音速ミサイル部隊…配備先未定！（26年度予算概算要求で「極超音速誘導弾」の量産に着手（25/8/20共同通信）

……熊本ー湯布院ー九州は、対中国の一大ミサイル攻撃基地に！
注 熊本・湯布院～上海まで約900キロ、台湾まで1300キロ！ 超音速ミサイルの射程は、3千キロ



参考、スタンド・オフ・ミサイル新編（長射程の地対艦ミサイル連隊ほか）

＊情報公開文書で出されたミサイル配備態勢（2024年）
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配備地未定！



長射程の地対艦ミサイル等の配備決定
中国への攻撃基地＋指揮統制指令部となる湯布院・熊本

防衛省「国産スタンド・オフ・ミサイルの早期配備等について」
2025/8/29



陸自・湯布院駐屯地に第8ミサイル連隊新編（25/3）

24/3、第2特科団の新編

湯布院駐屯地（右上）と地対艦ミサイル（右下・左上）

東京都新島で試射された長射程地対艦ミサイル（24/10～11）



2024年10月～11月、東京都・新島、自衛隊ミサイル試射場で開発中の

長射程12式地対艦ミサイルの試射を行ったことを発表！

防衛省発表・発射試験日
第１回発射（地発型） 2024年１０月 ４日（金）
第２回発射（地発型） 2024年１０月１４日（月）
第３回発射（地発型） 2024年１０月１７日（木）
第４回発射（艦発型） 2024年１０月２８日（月）
第５回発射（艦発型） 2024年１１月  １日（金）





齋藤海幕長が佐世保配備トマホーク改修の会見（24/9/3）

＊24/9/10付「防衛日報」

「防衛省は、米国製巡航ミサイル「トマホーク」の発射機能を海上
自衛隊のイージス艦「ちょうかい」から付加する方針。

改修費として25年度予算概算要求に18億円を計上。
「国家安全保障戦略」で保有を決めた反撃能力（敵基地攻撃能
力）を備える初のイージス艦となる。

「ちょうかい」は佐世保基地（長崎県）配備で、25年度末に改
修が終了する見込み。同省はトマホークを当初の予定より1年
前倒しして、同年度中に取得する」

＊防衛省は横須賀（神奈川県）、舞鶴（京都府）、佐世保
各基地に配備されているイージス艦計8隻すべてを
順次、改修

「ちょうかい」にトマホーク発射機能を付加す
ると語る齋藤海幕長



第10、安保関連3文書による対中国戦争態勢づくり！
「米国の中国との国家間競争は今後10年が決定的」

「27年まで侵攻に主たる責任対処」（22年「国家防衛戦略」（NDS））

●防衛力整備計画による防衛費約４3兆円（5年間）、巨大な軍事予算決定――高市政権下で3・5～5倍か？

現中期防は約２７兆５千億円……年間平均9兆円超、最終年度には約11兆円へ（2倍化）
は？――財源は、増税＋国債発行……23年度で4343億円、通算で2兆940億円の建設国債発行

＊安保関連3文書の決定――対中国戦争（「台湾有事」を含む）の本格的「ミサイル戦争を軸とした実戦態勢」

――スタンド・オフ・ミサイル＝「敵基地攻撃能力」の付与が基軸！

①長射程ミサイルの開発・配備と量産化（1500キロ射程のミサイル、1500発ミサイル）
――「１２式地対艦誘導弾能力向上型」（地上発射・艦艇発射・航空発射）の開発・早期配備の開始

②現在・6個地対艦ミサイル連隊＋第8ミサイル連隊新編＋3個「島嶼防衛用」高速滑空弾大隊＋２個極超音速ミサイ
ル部隊＋トマホーク配備……・イージス艦へトマホーク配備（400発、2113億円超の米国からの購入）、今年度一括購入

２００発、 25年度の前倒し配備

③沖縄・南西諸島に投入する陸自兵力の大増強……沖縄陸自の師団化―陸自全師団・全旅団の南西機動展開・増派

④その機動展開のための輸送力の大増強……陸自輸送艦増強ーPFI船舶の増強、機動展開のための港湾・空港の利
用の拡大―→特定重要拠点空港・港湾（軍民共用化）の指定

⑤そして、戦争を遂行するための継戦能力・抗湛化（弾薬の戦時大量備蓄、掩体壕、司令部の地下化）等



22年「防衛力整備計画」で全国１３０棟の弾薬庫を増設

＊全国１４０１棟の弾薬庫と保安距離

……宮古島・保良弾薬庫問題で追及、うち27棟
が保安距離が不十分として急ピッチで修正・
改装（2020年８月「保安距離調査」、情報公
開文書で確認！）

主な弾薬庫
・大分弾薬庫（敷戸弾薬庫）2棟＋7棟＝9棟に増強
・さつま町に新設弾薬庫
・京都ー祝園弾薬庫8棟＋6棟＝14棟に増強
・奄美・瀬戸内弾薬庫5棟＋3棟＝8棟に増強
・沖縄訓練場弾薬庫（5棟）、3棟を嘉手納弾薬庫地区

＊全国で2027年度までに約70棟、その先
10年さらに約60棟、合計約130棟を整備



そして、戦時態勢への強靱化ー抗湛化（地下化など）

防衛力整備計画（2022・12月）で、抗湛化（強靱化）に約18兆円

＊強靱化対象リスト（司令部の地下化などあらゆる攻
撃に耐える）

＊全国293地区、1万2636棟の建て替え
5102棟の改修

……通常戦争はもとより、核・生物・化学・爆発物
・電磁パルスなど

＊沖縄では――
・陸自は、那覇駐屯地・勝連・白川・知念八重瀬・南与座・
八重山駐屯地（石垣島）の地下司令部建設

・空自は、那覇基地、恩納・久米島・知念・与座岳・宮古島分
屯地

・海自は、沖縄基地隊



第11、琉球列島ー九州ー全国の空港・港湾の軍民共有化

 「特定重要拠点空港・港湾・公共インフラ整備」23/8/25 内閣官房

＊22年の国家防衛戦略……23/8/25閣議決定と同文「島嶼部を含む我が国への侵攻に対しては、海上優勢・航空優勢を確保」
「輸送力・航空輸送力の強化」、また島嶼部が集中する南西地域における空港・港湾・施設等の利用可能範囲の拡大や補給能力の
向上を実施」

「航空優勢を確保し、我が国に侵攻する部隊の接近・
上陸を阻止」「状況に応じて必要な部隊を迅速に展開」
→南西地域への機動展開

「安全保障環境を踏まえ
…南西諸島を中心に空港・港湾のデュアルユース」

・「デュアルユース（軍民両用）→「民生利用」



そして、「特定重要拠点空港・港湾」の指定による民間空港などの軍民共有化＝軍事化
（沖縄から西日本重点に、現在、11空港・25港湾を指定）

2023/9/29付日経新聞

徳之島空港で初めて空自機が離発着訓練（24/10）

熊本空港は空自戦闘機で埋め尽くされた！（24/10）



長崎・奄美空港も軍用機で埋め尽くされた！日米共同統合演習「キーン・ソード25」

長崎空港に空自F-2戦闘機（24/10）

新石垣空港・陸自オスプレイ（24/10）

奄美空港・空自Ｃ１３０輸送機（24/10）

宮崎空港に対潜哨戒機P-3C（24/10）



参考、空港・港湾の「軍民共有」は、国際法違反
ジュネーヴ諸条約第一追加議定書の、軍民分離の原則」の無視→国際人道法違反の戦争犯罪！

日本政府は、同条約に04/8/31に加入、05/2/28に発行

＊民間空港・港湾の軍事的共有は、国際人道法違反であり、戦争犯罪！

・国際人道法（ジュネーヴ諸条約）の住民保護…… 「軍民分離の原則」 「軍事目標主義」（同４８条・第57条・第５８条）、無視は、

国際人道法違反

＊「人口の集中している地域又はその付近に軍事目標を設けることを避けること」

「文民たる住民、個々の文民及び民用物を軍事行動から生ずる危険から保護するため、その他の必要な予防措置をとるこ

と」（第58条b・c）

・注1 「諸条約及びこの議定書に対する重大な違反行為は……戦争犯罪」（同条第８５条）

・注2 第66条 識別……特殊標章など

１、紛争当事者は、自国の文民保護組織並びにその要員、建物及び物品が専ら文民保護の任務の遂行に充てられている間、これらのも
のが識別されることのできることを確保するよう努める。文民たる住民に提供される避難所も、同様に識別されることができるよ
うにすべきである。

２、紛争当事者は、また、文民保護の国際的な特殊標章が表示される文民のための避難所並びに文民保護の要員、建物及び物品の識可
能にする方法及び手続を採用し及び実施するよう努める。

３、文民保護の文民たる要員については、占領地域及び戦闘が現に行われており又は行われるおそれのある地域においては、文民保護
の国際的な特殊標章及び身分証明書によって識別されることができるようにすべきである。

４、文民保護の国際的な特殊標章は、文民保護組織並びにその要員、建物及び物品の保護並びに文民のための避難所のために使用すると
きは、オレンジ色地に青色の正三角形とする。



第12、対中国の日米共同戦略の策定（2012年）
初めて南西シフト下の日米共同作戦・「琉球列島配備」を策定

＊2018年3月国会（穀田議員）で全文が暴露されたが、「PKO文書」の突然提出という「陽動作戦」で政府・メディアが隠蔽
――統幕長以下17名の処分まで覚悟して「隠蔽」した「日米の『動的防衛協力』とは）

＊なぜ、全てのメディアは、この統幕文書を「忖度」して隠蔽したのか？
……「PKO日報は刺身のツマ、統幕文書は刺身」（元将官、通信販売専門の雑誌『選択』2018/5発行）

■取扱注意の秘文書■

防
衛
省
の
1
カ
月
以
上
の
課
長
級
検
討
会
議
、
そ
し
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、
日
米
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「課
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議
」を
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て
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米
の
動
的
防
衛
協
力
」＝
日
米
共
同
作
戦
態
勢
の
策
定
！



「PＫＯ日報は刺身のツマ、統幕文書は刺身」（『選択』） 

「小野寺氏が動的防衛力文書とイラク日報の存在を、同時発表した狙いは何か」

「動的防衛力の文書は改竄と指摘されても致し方ない、日報は文書管理問題」「同時に大臣から発表して貰えれば改竄
疑惑は日報で希釈されるとの目論みがあった」「選択」2018/5/1号）

「米
軍
頼
み
か
ら
自
衛
隊
へ
と
日
本
の
防
衛
政
策
を
転
換
さ
せ
る
基
点
と

な
る
証
文
」（自
衛
隊
元
将
官
）

→
→

対
中
国
戦
略
で
あ
る
南
西
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フ
ト
は
、
日
本
主
体
！
！

「日
報
よ
り
深
刻
な
「動
的
防
衛
協
力
」の
証
文
」



筆者の情報公開に、なんと19頁中7頁改竄

右頁「対中防衛の考え方」を改竄（削除）！
右頁「今後強化すべき機能及び課題」「8項目」の表が、左頁では全面削除！

←
←

8項目が全面削除

→→→

8
項
目
が
全
面
削
除



エアーシーバトルによる日米共同作戦＝南西シフト
「日米の『動的防衛協力』について」（2012年統合幕僚監部）

２
０
１
２
年
、
対
中
「海
洋
限
定
戦
争
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、
自
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｢初
動
対
処]
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記
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空
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機
動
部
隊
は
一
旦
、
グ
ア
ム 

以
東
へ 

撤
退
！

新編の「初動対処 部隊に奄美がない！



南西シフト下の、対中・日米共同戦略の全容
戦略的プレゼンスと平時の中国の「海洋権益の拡大阻止」

「対
中
防
衛
」を
明
記
す
る
統
幕
文
書

２
０
１
８
年
３
月
３
０
日
、
国
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で
追
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が
、
政
府
も
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デ
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も
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蔽
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た
。
初

め
て
策
定
さ
れ
た
南
西
シ
フ
ト
文
書

平時に「中国の海洋権益拡大を阻止」→「東シナ海が最優先地域」ー航行の自由作戦



先島諸島に1個、沖縄島から緊急展開に1個普通科連隊の増強
地対艦・地対空ミサイル部隊の既述がない！

奄美大島へのミサイル部隊、普通科部隊配備の記述なし！

「ミ
サ
イ
ル
が
配
備
さ
れ
る
の
は
知
ら
な
か
っ
た
！
」（枝
野
元
幹
事
長
、

宮
古
島
の
タ
ウ
ン
ミ
ー
テ
イ
ィ
ン
グ
で…

…

）



第13、安保法制・集団的自衛権行使と日米共同作戦

●東西冷戦終了後→1996年、安保再定義→1997年、日米防衛協力のための指針の改定→03年、武力攻撃
事態対処法・周辺事態法などの有事３法成立

＊2010年、新「防衛計画の大綱」改定（南西シフト）←2010年、米軍「エアーシーバトル」発表（対中国冷戦体制）

＊2012年、「日米の『動的防衛協力』について」（統合幕僚監部）←日米政府の対中戦略の合意！

●日米の「動的防衛協力」に基づいて――
 ＊2015/9/19、安保法制成立

……成立前から進められていた日米の南西シフトで、戦争法の制定目的は、対中戦略←政府の具体的事例「ホムルズ海峡機雷
敷設、弾道ミサイル警戒中の米艦保護、邦人輸送中の米艦船防護」のフェイク！

 ……安保法制の成立目的は、対北朝鮮・対中東でもなく、「台湾海峡有事」を含む対中国日米共同作戦態勢！

 ＊武力事態対処法・改訂自衛隊法の「存立危機事態」とは
……「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び

幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態」

＊2015年日米ガイドライン（2015/4/27）と2012年「動的防衛協力」の一体性
……「海域防衛作戦」「島嶼奪回・水陸両用作戦」などを明記。また、「存立危機事態」の概念を安保法成立以前に

そのままガイドラインに明記。

＊「重要影響事態」安全確保法（旧周辺事態法）……米軍等の後方支援…朝鮮半島危機は、重要影響事態！



そして、 「台湾有事」日米共同作戦計画（2022/1/7、「2＋2」）

＊「台湾有事」日米共同作戦計画の策定（2021/12/26「共同通信」報道）

……2022/1/7、日米安全保障協議委員会（SCC・2＋2）で策定
「同盟の役割・任務・能力の進化および緊急事態に関する共同計画作業についての確固とした進展を歓迎｣
・日米共同統合演習「キーン・ソード23」は、その実動演習

＊米軍の作戦計画は――自衛隊の作戦計画は？
 ・有事の初動段階で、米海兵隊が琉球列島全域に「臨時の攻撃用軍事拠点」を設置する（「遠征前方基地作戦」（EABO）

・拠点の候補は陸自がミサイル部隊を配備する奄美大島や宮古島、石垣島を含む約40カ所
……海兵隊の高機動ロケット砲システム「ハイマース」を拠点に配置。自衛隊に輸送や弾薬の提供、燃料補給など後方支援を

担わせ、空母を展開し、中国艦艇の排除へ

・米陸軍は「マルチ・ドメイン・オペレーション」（ＭＤＯ）でフィリピンに常駐態勢へ

●参考 米軍の作戦計画……例えば、米韓共同作戦「作戦計画5030」がある
・米軍の台湾有事「作戦計画5077」（2006/5、ワシントンポスト掲載）
……内容は、台湾海峡での海上阻止作戦、中国本土に所在する目標への攻撃、情報戦などと報道

・「尖閣有事」を想定した「作戦計画５０５１」



第14、日米の統合作戦司令部（JJOC）設置へ

＊自衛隊の統合作戦司令部の新編（25/3/24、市ヶ谷防衛省内）

軍令の独立化へ！
日米軍部の指揮統制の統一は、不可避的に
軍主導の戦争態勢へ
（旧日本軍は、天皇の統帥権下に海軍軍令部・

陸軍参謀本部が直結……統帥権干犯問題）

＊東京港区六本木にある米陸軍基地「赤坂プレス

センター」に「日米統合軍司令部」設置

＝統合軍司令部

＊インド太平洋軍→在日米軍統合司令部へ格上げ
・在日司令官の階級を大将格上げ→指揮権付与

＊米側は司令官の格上げに伴い、在日米軍司令部に陸海空
３軍と海兵隊などを横断した合同任務部隊を設ける



第15、「台湾有事論」とは！

＊「2027年中国の台湾武力侵攻」説の実態とは何か？ （デービットソン元インド太平洋司令官、21/3）

……日本政府の安保関連3文書決定……「27年まで侵攻に主たる責任対処」（NDS）

……この「27年台湾侵攻説」はフェイク！ だが、日米は中国包囲態勢をしき、民進党政権の「台湾独立」へ、

様々な外交的テコ入れ、台湾への膨大な武器供与を行う（米国の台湾関係法に基づく）

＊「台湾海峡有事論」……日米の対中国への軍拡競争（新冷戦）、覇権争いが主目的

……しかし、この激しい軍拡競争「中国封じ込め政策」＝「覇権争い」は、いずれ、米日中の軍事衝突へ行き着く可能性！

＊バイデン政権の２022年「国家防衛戦略」――トランプ政権の25/12「国家安全保障戦略（NSS）」、

26/1「国家防衛戦略（NDS）」の政治目標ー目的は何か？

……両政権のとも政治目標は、米国にとって替わろうとする「中国のアジア・太平洋での覇権の阻止」
・これを、トランプのNSS・NSSでは、アメリカは「西半球の覇権」を確保する同時に､アジア太平洋の覇権確保
→→第1列島線の軍事態勢を維持・強化すると。

＊米国（→日本）の台湾政策……「1つの中国」の事実上の修正、「台湾海峡有事への武力介入」という
「戦略的曖昧性」から「戦略的明確さ」政策へ変更
……高市政権の「台湾海峡有事に介入」発言（存立危機事態）は、日米制服組の「戦略的明確さ」政策を追随！

 ＊「台湾海峡有事」論は、単なる軍拡のための煽りではない ………中国との実戦的戦争態勢づくり！

……旧ソ連を「軍拡競争」で崩壊・分裂させた、アメリカの冷戦戦略と対中国新冷戦！（G2体制！）

……そして、トランプ政権の2026年「国家防衛戦略」……欧日の軍事費をGDP比5％要求へ



参考、自衛隊、ついに台湾海峡で「航行の自由作戦」強行――偶発的衝突の可能性！
24年9月、海自護衛艦「さざなみ」他、オーストラリア、ニュージーランド艦艇と共に、

 25年2月上旬、護衛艦「あきづき」が、25年6月12日には、護衛艦「たかなみ」が強行

＊
日
米
に
よ
る
「航
行
の
自
由
作
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化
！

―
―
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岸
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当
時
、
中
国
軍
の
軍
事
訓
練

の
監
視
任
務
に
当
た
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て
い
て
、
中
国
側
か
ら

退
去
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告
を
受
け
領
海
の
外
に
出
た
」
（
7
月
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日
付
Ｎ
Ｈ
Ｋ
）

＊
警
告
射
撃
2
発
撃
た
れ
た
が
侵
入
！

「護
衛
艦
」さ
ざ
な
み
」（呉
が
母
港
）

護
衛
艦
」あ
き
づ
き
（佐
世
保
が
母
港
）



参考、CSISの中国による台湾封鎖→大規模戦争のシミュレーション
自衛隊員の戦死者4、662人（25/8/1共同）

＊「Wargaming a 
Chinese Blockade of 
Taiwan」（JULY 2025・戦略国際問

題研究所・CSIS）

・シナリオ「反復19：
中国の大規模戦争対米国的大規模戦争」で
は、米軍14,123人、中国軍19,207人、台
湾軍8,118人、自衛隊4,662人の戦死者
が想定

しかし、この自衛隊の大量の戦死者がでる
戦争に、自衛隊がどのように参戦すること
になるのか――この実態は、全く提示され
ていない。

――そして、決定的に重要な問題は、米中
台軍の戦死者もそうだが、この自衛隊の
膨大な戦死者が生じる「台湾海峡有事」に
ついて――、
政府・自衛隊の首脳は、本当に遂行しようと
するのか？ できると思っているのか？

日本の市民たちは、この恐るべき戦争の実
態を知っているのか？



第16、始まった先島諸島からの九州ー山口への住民避難態勢
手荷物1つで島じまから避難を強制する政府（棄民政策）

……先島諸島住民に深刻に広がる不安と避難拒否の動き！

2023／3、国民保護法下の住民避難訓練発表。政府は図上演習を完了し、実動訓練へ！

＊
九
州
地
方
知
事
会
議
で
、
先
島
諸
島
5
市
町
村
の
住
民
を
九
州
各
県
と
山
口
県

に
避
難
さ
せ
る
計
画

…
…

石
垣
市
は
山
口
、
福
岡
、
大
分
の
3
県
、
宮
古
島
市
は
福
岡
、
熊
本
、
宮
崎
、

鹿
児
島
の
4
県
、
竹
富
町
は
、
長
崎
県
、
与
那
国
町
は
佐
賀
県
、
多
良
間
村
は

熊
本
県
へ

＊
「戦
場
化
」さ
れ
る
九
州
へ
の
避
難
、
と
い
う
愚
か
し
さ
！



参考、与那国島ー先島諸島の住民避難プラン

「現
時
点
に
お
い
て
は
、
要
避
難
地
域
を
含
む
全
て
の
地
域
で

安
全
が
確
保
さ
れ
て
い
る
」と



「台湾有事」下の先島の住民避難……机上の空論！
国民保護ー住民避難のための、「輸送力の強化」を謳う安保関連3文書

＊自衛隊の島嶼戦研究
→「島嶼防衛戦は「軍民混在の戦争」「避難は困難」
……「防衛白書」でも、戦闘はシームレスに発展→住民避難の時間なし

＊国民保護法の住民避難と自衛隊の任務
……避難の実施責任は自治体、自衛隊は協力！

＊石垣島「国民保護計画」
・１便１５０名×４５便＝６,７５０人（１日輸送可能な人員）。６５,３００人
（石垣市民・竹富町民・観光客等）÷６,７５０人（１日輸送可能な人員）
＝９.６７日＝435機！ー民間航空機のみを使用しての避難は最短で
１０日以内で可能との試算）

＊「民間船舶（クルーズ船等）を使用しての避難では、さらに短縮可能」

――としているが、その船舶をどこから調達するのか？

・民間フェリー・船舶は、有事には自衛隊輸送に戦時徴用＝動員

＊海保による大型船舶（3万トン）の建造計画発表
……来年度から建造を始め、2029年度に就役

政府計画では、民間航空機、海上保安庁船舶、さらに、増強されるＰＦＩ船舶が輸送に供される。
だが、もともと住民避難輸送には、自衛隊の航空機・船舶が当てられ、自衛隊が全力で当たると
していた（安保関連３文書に繰り返し明記）



参考、有事の住民避難は自衛隊の主任務ではない！

自衛隊による住民避難は予定されていない

＊「防衛省・防衛装備庁国民保護計画」（０５年）、統合幕僚監部『統合運用教範』（2017年）による国民保護規定

（双方とも同文）

……「防衛省・自衛隊は、武力攻撃事態等においては、我が国に対する武力攻撃の排除措置に全力を尽くし、もって我が国に対する
被害を縮小化することが主たる任務であり、この防衛省・自衛隊にしか実施することのできない任務に万全を期すこととなる。
このため、防衛省・自衛隊は、その機能及び国民からの期待に鑑み、主たる任務である我が国に対する武力攻撃の排除措置に
支障のない範囲で、国民保護等派遣を命ぜられた部隊等又は防衛出動・治安出動を命ぜられた部隊等により、可能な限り国民
保護措置を実施する」

……「防衛省・防衛装備庁国民保護計画」（２００５年）、統合幕僚監部「統合運用教範」（２０１７年）に規定されているが、いずれに
も「軍民分離」規定も、特殊標章規定なし

……つまり、防衛省の規定では、特殊標章という国際法を無視することが明らかとなっているのであり、発表された政府の住
民避難計画もまた、この「軍民分離の原則」を無視

……ジュネーブ条約など国際法において、「文民保護」「軍民分離」が規定されたのは、第２次世界大戦後の朝鮮戦争、ベトナム
戦争を始め、ほとんどの戦争が、兵士よりも市民の犠牲が圧倒的に多くなったことから定められてきた。現在進行中のウク
ライナ戦争においても「軍民分離」「軍事目標主義」が守られないことで、ウ・ロ双方の市民に多大な犠牲が生じている。

・ジュネーヴ諸条約・追加議定書（1977年） 

……「軍民分離の原則」―「住民避難専用の船舶・航空機」→自衛隊の軍事任務との切り離しが必要

＊自衛隊が住民避難に関わったとしても「軍民分離の原則」からして危険極まりないという事実



参考、空港・港湾の「軍民共有」は、国際法違反（再掲載）

ジュネーヴ諸条約第一追加議定書の、軍民分離の原則」の無視→国際人道法違反の戦争犯罪！
日本政府は、同条約に04/8/31に加入、05/2/28に発行

＊民間空港・港湾の軍事的共有は、国際人道法違反であり、戦争犯罪！

・国際人道法（ジュネーヴ諸条約）の住民保護…… 「軍民分離の原則」 「軍事目標主義」（同４８条・第57条・第５８条）、無視は、

国際人道法違反

＊「人口の集中している地域又はその付近に軍事目標を設けることを避けること」

「文民たる住民、個々の文民及び民用物を軍事行動から生ずる危険から保護するため、その他の必要な予防措置をとるこ

と」（第58条b・c）

・注1 「諸条約及びこの議定書に対する重大な違反行為は……戦争犯罪」（同条第８５条）

・注2 第66条 識別……特殊標章など

１、紛争当事者は、自国の文民保護組織並びにその要員、建物及び物品が専ら文民保護の任務の遂行に充てられている間、これらのも
のが識別されることのできることを確保するよう努める。文民たる住民に提供される避難所も、同様に識別されることができるよ
うにすべきである。

２、紛争当事者は、また、文民保護の国際的な特殊標章が表示される文民のための避難所並びに文民保護の要員、建物及び物品の識可
能にする方法及び手続を採用し及び実施するよう努める。

３、文民保護の文民たる要員については、占領地域及び戦闘が現に行われており又は行われるおそれのある地域においては、文民保護
の国際的な特殊標章及び身分証明書によって識別されることができるようにすべきである。

４、文民保護の国際的な特殊標章は、文民保護組織並びにその要員、建物及び物品の保護並びに文民のための避難所のために使用すると
きは、オレンジ色地に青色の正三角形とする。



参考、軍民分離の原則＊皆さんは、このマークを知っていますか
警察庁・海保・自治体、全てが「特殊標章」を規定するが、自衛隊にはなし

＊沖縄県・与那国・石垣島などの国民保護計画の規定
「特殊標章 第一追加議定書第66条に規定される国際的な
特殊標章（オレンジ色地に青の正三角形）」

●ジュネーヴ諸条約第一追加議定書 「附属書1 識別に関する
規則」の規定
同条約第66条に規定する文民保護の国際的な特殊標章は、

オレンジ色地に青色の正三角形とする。ひな型に
ついては第4図に示す

●２００４年・国民保護法（特殊標章等の交付等）
第158条 何人も、武力攻撃事態等において、特殊標章又は
身分証明書をみだりに使用してはならない。

２ 当該各号に定める職員で国民の保護のための措置に係る
 職務を行うもの……業務若しくは協力のために使用される
場所等を識別させるため、特殊標章又は身分証明書を交付
し、又は使用させることができる。

東京都は「表紙１頁」目に紹介！

厳
格
に
守
ら
れ
て
い
る
赤
十
字
の
標
章
！



「特殊標章」について防衛省の情報公開文書では……
警察庁も、海保も、消防庁も、各自治体も、全てが「特殊標章」の規定があるが……

＊「防衛省の(ママ)おける特殊標章の交付の検討について
本件は、指定行政機関の長たる防衛大臣が武力攻撃事態等において、特殊標章等の
交付等を行うケースについて検討したところ」 検討結果として「防衛省における職
員等の特殊標章等については上記を踏まえると（上記の理由は「墨塗」）、交付され
ないものとして、防衛省の特殊標章等の交付要綱は作成されなかった」と回答

*また、別の文書では、軍民分離の原則を曲解して否定
「国民保護のために使用される自衛隊輸送力が同条に規定される『軍事目標』に当たる
かについては、実際に武力紛争が生じた場合において、その時点で判断する必要があ
るものであり、一概にお答えすることは困難」



参考、ジュネーヴ諸条約・追加議定書（1977年）の特殊標章規定

・注2 第66条「識別」、第67条「文民保護組織」等……特殊標章など

１、紛争当事者は、自国の文民保護組織並びにその要員、建物及び物品が専ら文民保護の任務の遂行に充てら

れている間、これらのものが識別されることのできることを確保するよう努める。文民たる住民に提供される
避難所も、同様に識別されることができるようにすべきである。

２、紛争当事者は、また、文民保護の国際的な特殊標章が表示される文民のための避難所並びに文民保
護の要員、建物及び物品の識別を可能にする方法及び手続を採用し及び実施するよう努める。

３、文民保護の文民たる要員については、占領地域及び戦闘が現に行われており又は行われるおそれのある地域に
おいては、文民保護の国際的な特殊標章及び身分証明書によって識別されることができるようにすべきである。

４、文民保護の国際的な特殊標章は、文民保護組織並びにその要員、建物及び物品の保護並びに文民のための避

難所のために使用するときは、オレンジ色地に青色の正三角形とする。



私たちは、戦後、憲法第９条という世界で初めての平和憲法を制定し、一切の武力・戦争を放棄するという宣言を
行ってきたのではなかったのか。
この宣言は、国内ばかりか、アジア諸国を始めとする世界への宣言ではなかったのか！

裁判所においては、ぜひともこの安保法制の違憲性を明確化していただきたいと思います。

そうでなければ、私たちは、自衛隊員ばかりか、再び、日本の青年たちを戦場に送り出すことになりかねません。
その時期は、残念ながら急ピッチに迫ってきています。

結語

２０１５年９月「安保法制」による「存立危機事態」など規定による集団的自衛権行使

の容認は、明らかに日本国憲法前文・第９条に違反すると言わねばならない。


	名古屋高等裁判所への意見書�　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　　　　　�　　　　　　　　小西 誠（軍事評論家）��　　　　　　　　　　　　　　　　
	はじめに
	スライド番号 3
	中国から見た琉球弧ー第1列島線の封鎖�中国の太平洋進出を封じ込める……チョークポイント（要路）は、宮古海峡、ルソン・バシー海峡、（→マラッカ海峡）
	最新の琉球列島の自衛隊配備・新編の現状
	第1、与那国島への部隊配備と大増強（2016年3月新編）
	陸自・与那国駐屯地（久部良地区、計26㏊＋18㏊の新ミサイル基地）�開設時150人の基地→170人→現250人＋ミサイル部隊増強130人→数年内に約400人へ�
	スライド番号 8
	追加増強された、空自・移動警戒隊、陸自・電子戦部隊の配備�そして、地対空ミサイル部隊の配備決定・軍港の新設・与那国空港の拡張が決定�
	新軍港建設（比川港湾・樽舞湿原）と与那国空港の拡張
	第2、石垣島ミサイル基地の新編（2023/3）�２０１９年3月１日着工、２０２０年3月、市議会・市有地売却、46ヘクタール
	�石垣駐屯地の新編と拡張（未だ未完成ー46㏊＋21㏊）�訓練場の拡大と日米共同演習へ�
	そして、大演習場の建設を発表（日米共同演習の拠点）�2024年度に新たに民有地を取得（21㏊）し訓練場等を建設！
	�米海兵隊・陸軍の演習場となりつつある石垣島�陸自と米海兵隊演習「レゾリュート・ドラゴン23」（23/10/10～11/5）、そして、日米共同統合演習「キーン・ソード25」（24/11/10～）�
	�第3、陸自・宮古島駐屯地の新編（2019/3）�地対空ミサイル部隊司令部は、先島配備の指令拠点��約800人のうち、警備部隊約３８０人、対空・対艦ミサイル部隊約２4０人、その他100人（情報保全隊も配備）、そして新たに電子戦部隊配備決定��
	スライド番号 16
	宮古島駐屯地の開設�2019/3/26、警備部隊、20年、地対艦・地対空ミサイル部隊の配備、そして電子戦部隊配備（24年）　
	保良地区に、ミサイル弾薬庫・射撃場・訓練場、整備場、廠舎を新設（19㏊）�もう一つのミサイル基地としての保良基地（2021/3/5）
	宮古島ミサイル基地のさらなる大強化
	軍事使用が目論まれる下地島空港（「特定重要拠点空港・港湾」へ）�（Ｆ３５A・Ｂの基地化が予想、滑走路３千メートル）
	第4、沖縄島・第7地対艦ミサイル連隊・第4ミサイル中隊の新編�（2023/3、うるま市勝連）
	沖縄島の師団新編―司令部地下化・訓練場・弾薬庫増強、北大東島の軍事化！　
	第5、奄美大島への4地域ー7部隊への配備�警備部隊＋対艦・対空ミサイル部隊＋空自移動警戒隊・空自通信施設（湯湾岳）�そして、電子戦部隊の新設、古仁屋への軍港化発表！
	スライド番号 24
	巨大な奄美駐屯地（大熊地区・約５１㏊……これが350人の基地か？）�地対空ミサイル部隊＋警備部隊など
	奄美・瀬戸内分屯地ー地対艦ミサイル基地・弾薬庫の新編（瀬戸内地区・約48㏊・約200人）�第7地対艦ミサイル連隊・第1地対艦ミサイル中隊
	奄美駐屯地・瀬戸内分屯地の配備部隊
	「令和7年度予算案における海上自衛隊奄美大島地区（古仁屋港）に係る�整備について」（2024／12・防衛省）
	参考、「奄美に輸送隊 海自、南西防衛強化で」（25/11/5付琉球新報）
	　　　第６、南西シフト態勢下の訓練・機動展開・兵站基地―馬毛島・種子島　�　　　　　　　　陸海空自の統合基地＝海上要塞島！　そして自衛隊＋米軍のＦＣＬＰ基地　��　　　　　　　　　　　　　�　　　　　　�
	２０１９／１２、防衛省「陸海空自衛隊・統合基地」発表�いずも型空母搭載のＦ-３５B（新田原基地配備）のとの共同運用（自衛隊のＦＣＬＰ基地）
	スライド番号 32
	スライド番号 33
	参考、統幕「機動展開研究」による海上輸送�本土・鹿児島→先島諸島―PFI船舶、前線基地（先島諸島）→戦闘地域―陸自輸送艦
	参考、南西シフト態勢化の奄美諸島の演習場化�2015年「鎮西27」の生地訓練ー空挺団が海浜公園に降下�
	2018年、自衛隊の統合水陸両用演習�南種子町のビーチ（前之浜海浜公園）は、水陸機動団の水陸両用車で埋め尽くされた！
	参考、2019年自衛隊統合演習・種子島�種子島の海岸は、戦闘車両が占拠し、ビーチには対戦車壕がー
	参考、日米共同統合演習「キーン・ソード25」、「自衛隊統合演習」（23年）で徳之島・�奄美大島・種子島は、全島が「戦場」となった！
	第７、南西シフト下の自衛隊配備と増強�沖縄自衛隊は、2010年約6300人→2025年には約9000人
	空自・那覇基地の大増強�2017/7 南西航空方面隊編成・第９航空団へ昇格、F15―40機態勢、2倍化！�早期警戒機―第603飛行隊の配備、人員3910人へ
	航空自衛隊の南西シフト態勢（沖縄＋九州基地の増強）�防衛大綱では、最終的にF-35A・105機、F-35B・42機、合計147機導入
	�海上自衛隊の南西シフト態勢�「いずも型」護衛艦２隻の空母改修が進行中 ！��
	いずも型護衛艦の本格空母への改造（Ｆ-３５B、４２機態勢）��しかし、これは現代の「戦艦大和」か？　作戦区域が、中部・南太平洋ーインド洋へ
	�西太平洋の制空・制海権確保（ライトニング空母構想）�いずも型空母＋米強襲揚陸艦・米空母機動部隊の共同作戦（西太平洋からインド洋へ）�
	スライド番号 45
	第8、日本型海兵隊・水陸機動団の新編と大増強�2018年３月、２個連隊で発足（佐世保市相浦）―旅団規模の３個連隊へ増強�（日本型海兵隊は、2002年「西部方面普通科連隊」発足からスタート）
	参考、　水陸機動団……日本型海兵隊�（2002年「西部方面普通科連隊」発足から！）
	オスプレイの佐賀駐屯地（空港）配備（2025/7/9）�
	�第9、対中国のミサイル攻撃基地となる琉球列島→九州、そして西日本・関西��
	参考、スタンド・オフ・ミサイル新編（長射程の地対艦ミサイル連隊ほか）
	�長射程の地対艦ミサイル等の配備決定�中国への攻撃基地＋指揮統制指令部となる湯布院・熊本�
	陸自・湯布院駐屯地に第8ミサイル連隊新編（25/3）�24/3、第2特科団の新編
	2024年10月～11月、東京都・新島、自衛隊ミサイル試射場で開発中の�長射程12式地対艦ミサイルの試射を行ったことを発表！
	スライド番号 54
	齋藤海幕長が佐世保配備トマホーク改修の会見（24/9/3）
	第10、安保関連3文書による対中国戦争態勢づくり！�「米国の中国との国家間競争は今後10年が決定的」�「27年まで侵攻に主たる責任対処」（22年「国家防衛戦略」（NDS））
	�22年「防衛力整備計画」で全国１３０棟の弾薬庫を増設�
	そして、戦時態勢への強靱化ー抗湛化（地下化など）�防衛力整備計画（2022・12月）で、抗湛化（強靱化）に約18兆円�
	�　　　　　　　第11、琉球列島ー九州ー全国の空港・港湾の軍民共有化�　 　　　　　　　　　　　　　「特定重要拠点空港・港湾・公共インフラ整備」23/8/25　内閣官房��＊22年の国家防衛戦略……23/8/25閣議決定と同文「島嶼部を含む我が国への侵攻に対しては、海上優勢・航空優勢を確保」�「輸送力・航空輸送力の強化」、また島嶼部が集中する南西地域における空港・港湾・施設等の利用可能範囲の拡大や補給能力の�向上を実施」
	���そして、「特定重要拠点空港・港湾」の指定による民間空港などの軍民共有化＝軍事化�（沖縄から西日本重点に、現在、11空港・25港湾を指定）��
	スライド番号 61
	�参考、空港・港湾の「軍民共有」は、国際法違反�ジュネーヴ諸条約第一追加議定書の、軍民分離の原則」の無視→国際人道法違反の戦争犯罪！�日本政府は、同条約に04/8/31に加入、05/2/28に発行�
	第12、対中国の日米共同戦略の策定（2012年）�初めて南西シフト下の日米共同作戦・「琉球列島配備」を策定�
	「PＫＯ日報は刺身のツマ、統幕文書は刺身」（『選択』） �　「小野寺氏が動的防衛力文書とイラク日報の存在を、同時発表した狙いは何か」�「動的防衛力の文書は改竄と指摘されても致し方ない、日報は文書管理問題」「同時に大臣から発表して貰えれば改竄疑惑は日報で希釈されるとの目論みがあった」「選択」2018/5/1号）
	筆者の情報公開に、なんと19頁中7頁改竄
	エアーシーバトルによる日米共同作戦＝南西シフト�「日米の『動的防衛協力』について」（2012年統合幕僚監部）
	南西シフト下の、対中・日米共同戦略の全容�戦略的プレゼンスと平時の中国の「海洋権益の拡大阻止」�
	先島諸島に1個、沖縄島から緊急展開に1個普通科連隊の増強�地対艦・地対空ミサイル部隊の既述がない！�
	第13、安保法制・集団的自衛権行使と日米共同作戦
	　そして、　「台湾有事」日米共同作戦計画（2022/1/7、「2＋2」）
	第14、日米の統合作戦司令部（JJOC）設置へ
	第15、「台湾有事論」とは！
	参考、自衛隊、ついに台湾海峡で「航行の自由作戦」強行――偶発的衝突の可能性！�24年9月、海自護衛艦「さざなみ」他、オーストラリア、ニュージーランド艦艇と共に、� 25年2月上旬、護衛艦「あきづき」が、25年6月12日には、護衛艦「たかなみ」が強行
	参考、CSISの中国による台湾封鎖→大規模戦争のシミュレーション�自衛隊員の戦死者4、662人（25/8/1共同）�
	���第16、始まった先島諸島からの九州ー山口への住民避難態勢�手荷物1つで島じまから避難を強制する政府（棄民政策）�　……先島諸島住民に深刻に広がる不安と避難拒否の動き！���
	参考、与那国島ー先島諸島の住民避難プラン
	�「台湾有事」下の先島の住民避難……机上の空論！�国民保護ー住民避難のための、「輸送力の強化」を謳う安保関連3文書��
	参考、有事の住民避難は自衛隊の主任務ではない！　　　　　　　�　自衛隊による住民避難は予定されていない
	�参考、空港・港湾の「軍民共有」は、国際法違反（再掲載）�ジュネーヴ諸条約第一追加議定書の、軍民分離の原則」の無視→国際人道法違反の戦争犯罪！�日本政府は、同条約に04/8/31に加入、05/2/28に発行�
	参考、軍民分離の原則＊皆さんは、このマークを知っていますか�警察庁・海保・自治体、全てが「特殊標章」を規定するが、自衛隊にはなし�
	「特殊標章」について防衛省の情報公開文書では……�警察庁も、海保も、消防庁も、各自治体も、全てが「特殊標章」の規定があるが……
	参考、ジュネーヴ諸条約・追加議定書（1977年）の特殊標章規定
	結語��２０１５年９月「安保法制」による「存立危機事態」など規定による集団的自衛権行使の容認は、明らかに日本国憲法前文・第９条に違反すると言わねばならない。�

